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2022 年 6 月 15 日 

【ポイント】 

⚫ 世界で最も早くゲノム編集の規制ルールを決定しました。   

⚫ SDN1、SDN2 もしくは、最終的に外から導入した遺伝子(外来遺伝子)が対象生物から除かれ

たことが確認された場合は、遺伝子組換え生物（GMO)に該当せず、規制対象外となります。 

⚫ 開発者はゲノム編集生物について、規制当局に相談し、規制対象か評価してもらうこととなってい

ます。 

 

【概要】 

アルゼンチンは、他国に比べて早い段階で遺伝子組換え技術とは異なる新しい育種技術による農作物が

出てきたことから、規制当局においてその取扱いについて議論が行われていました。そのため、世界で最も早くゲ

ノム編集の規制ルールを作ることとなりました。[1] 

  

アルゼンチン農牧水産省は、2015 年 5 月、ゲノム編集など新育種技術に由来する生物について、「事前

相談手続き」を定めました。これによれば、ケースバイケースの判断となりますが、SDN1 と SDN2 の場合や、

最終的に外来遺伝子が対象生物に残存していないこと（ヌルセグリガント）が確認されれば、遺伝子組換え

生物に該当せず、規制対象外となります。[2,3] 

  

開発者はゲノム編集作物について、農牧水産省へ事前相談および情報を提出することとなっています。事

前相談を受けた農牧水産省は、バイオセーフティ委員会（CONABIA）に検討依頼を行い、CONABIA が

リスク評価の観点から規制対象の確認を行います。農牧水産省は CONABIA から規制対象の有無について

回答を受けた後、開発者へ回答します。GMO に該当するとして規制対象、と判断された場合には安全性審

査を受ける必要があります。また、規制対象外となった場合でも、CONABIA が対象生物に配慮するべき事

項(リスクなど)があれば、必要に応じて農牧水産省以外の政府部局も追加で情報を求めることができます。こ

の手続きは、開発者へ 80 日以内に回答することとなっており、相談結果は非公表です（図を参照）。[4,5] 
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近隣諸国のブラジルやチリでも、ゲノム編集作物に外来遺伝子が残存しているかで規制対象か判断する方

針です。  

 

 

図. アルゼンチンにおけるゲノム編集生物の事前相談の流れ 
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